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待ったなしの青果物流通変革
～ 持続可能性向上に向けた四つの方向性 ～

株式会社 野村総合研究所
アーバンイノベーションコンサルティング部
シニアコンサルタント　衣松  佳孝

1 はじめに：変革が迫られる青果物流通

　私たちの食生活を根底で支えている青果物流通

が、大きな転換点を迎えようとしている。従前より、

ドライバーの高齢化や EC 購買の普及、個人宅向け

配送需要の急拡大等による人手不足を背景に、いわ

ゆる「物流クライシス」状態にあった物流業界であ

るが、2024 年 4 月 1 日からは、5 年間の猶予期間

を経て適用される時間外労働時間の上限規制への対

応も求められるようになる（なお、時間外労働時間

の上限規制については、人手不足の一要因と考えら

れる労働環境の改善を目的にしたものであるが、そ

の対応の難しさから「2024 年問題」と呼ばれてい

る）。

　特に青果物に関しては、手荷役や長時間拘束が常

態化しており、他商材と比較しても改善が遅れてい

る等の理由から、業界内で「物流会社泣かせ」とい

われ物流事業者の「ムリ」に依存してきた商材とい

える。例えば物流事業者の労働時間に関しては、図

表 1 で示されるように、2024 年以降特に対応が

必要となる水準である年間拘束時間が 3,516 時間

（293 時間／月× 12 カ月）以上となっている長距離

ドライバーの割合は、発荷主を農業・水産品出荷団

体とするものについては 17.9% と、飲料・食料品

の 26.3% に次ぐ第 2 位の水準となっている。青果

物流通では、長時間の拘束が一部で常態化している

ことが定量的にも見て取れる。

　また、物流業界全般において、多くの二酸化炭素

（CO2）が排出されていることを踏まえると、今後は

人手不足や上記 2024 年問題への対応等に加え、「脱

炭素化」に向けた対応の必要性もより一層強まるこ

とが予想される。

　これら一連の物流業界における変化や現状を受

  図表 1 年間拘束時間 3,516 時間以上の長距離ドライバーの割合（発荷主別）

  出所）厚生労働省「トラック運転者の労働時間等に係る実態調査事業報告書」（2022 年）より NRI 作成
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け、これまで変革が遅れていた青果物流通において

も、いよいよ「商品を運べないリスク」が顕在化し

てきており、特に生産者から卸に至るまでの川上・

川中において抜本的な変革が必要な状況となってい

る。

　上記の通り危機的な状況といえる青果物流通であ

るが、一方で、これまで解決に至らなかったさまざ

まな「ムリ・ムダ・ムラ」を改善し、持続可能で効

率的な青果物流通へと変貌を遂げる好機でもあると

いえる。

　本稿では、青果物流通において発生している問題

を改めて整理するとともに、持続可能で効率的な青

果物流通の実現に向けた変革の方向性に関して提言

を行う。

  図表 2 青果物トラック輸送において発生している問題

  出所）NRI 作成
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2 青果物流通において発生している問題

　青果物のトラック輸送において発生していると考

えられる問題をサプライチェーン上に整理すると、

図表 2 のようになる。

　現在、青果物流通の大半を占めている市場を介し

た流通においては、「出荷量や輸送先が直前になる

まで決定せず、農業協同組合や集出荷組合から市場

に向けての配車台数のぶれが大きい」「貨物の発着

において現在でも手積み・手降ろしが主流でありド

ライバーの負担が大きい」「市場において長時間の

荷下ろし待ち・集荷待ち（遅延）が発生している」

等、文字通りさまざまな「ムリ・ムダ・ムラ」が発

生している。このうち手積み・手降ろしに関しては、

図表 3 左で示されている通り、輸送事業者へのアン

ケート結果から、手荷役作業の実施が多い事業所の

主な取扱品目として「青果物・米」が「日用品・雑貨」

に次ぐ回答数となっている。

　また、近年拡大している市場外流通、消費者等へ

の直接販売のルートにおいても、「取り扱いの難し

い青果物かつ小ロットという“厄介な”荷物に対応

できる物流事業者とのマッチングが難しい」等の問

題が発生している。実際に農水産品 1 件当たりの貨

物量は、図表 3 右に示す通り、1995 年以降継続し

て減少しており、小ロット化が進んでいることが分

かる。

　加えて、市場を介した流通、消費者等への直接販

売のルート双方において、低い積載率や非効率な走

行ルート等の「ムダ・ムラ」を抱えながら、日々多

くのトラックによって青果物が流通されており、結

果として多くの CO2 を排出している。世界的に脱

炭素化が求められている中、この点についても近年

大きな問題点となってきているといえる。

　これら青果物流通全体におけるさまざまな「ムリ・

ムダ・ムラ」の根源的要因を突き詰めて考えると、

青果物が天候等外部要因に左右されやすい商材であ

るということも大きいが、それに加え、社会全般で

デジタル化の進んだ現代においても、いまだ手書き・

手作業をはじめとしたアナログな手段や業務が主流

となっていることや、伝票や段ボール箱等輸送資材

の標準化が道半ばであることも大きく影響している

と考えられる。

  図表 3 青果物流通における「ムリ・ムダ・ムラ」

  出所） 一般社団法人日本物流団体連合会「トラック幹線輸送における手荷役実態アンケート調査報告書」（2016 年）、国土交通省「全
  国貨物純流動調査（物流センサス）」（1995 ～2015 年の各調査）より NRI 作成
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3 持続可能な青果物流通実現に向けた方向性

　前章で整理した数々の「ムリ・ムダ・ムラ」を解

消し、持続可能で効率的な青果物流通の実現に向け

た変革の方向性として「情報連携」「自動化・無人化」

「共有化」「脱炭素化」の四つのキーワードを提示する。

　この四つのキーワードは、自動車産業における新

たな潮流である「CASE ※ 1」を参考に導出しており、

それぞれの概要としては、「情報連携：農家から市場、

さらにはその先の川下へとつながるフードサプライ

チェーン全体の IoT 化・情報連携」「自動化・無人化：

荷積み荷下ろし、倉庫内移動および情報連携の自動

化・無人化」「共有化：輸送車両、保管倉庫、輸送

資材（パレット・フレコン）等の共有化・シェアリ

ング」「脱炭素化：鉄道の活用や電気自動車・水素

自動車の導入といった輸送の脱炭素化」となる。ま

た、これら四つの方向性を実現する上での構成要素

となる技術・ソリューションや取り組みをサプライ

チェーン上に整理したものが図表 4 である。

4 方向性実現に向けた萌芽（ほうが）事例および

 課題・打ち手

1） 青果物流通変革に取り組む萌芽事例

　青果物流通に関しては、図表 2 で示した通り、生

産者から最終的に消費者に至るまで多くのプレー

ヤーが関与する多段階構造であり、かつ各段階にお

いて中小規模プレーヤーが多いため、結果として関

係主体数が他商材と比較としても圧倒的に多く、方

向性実現に向けた取り組みを進めることは一筋縄で

はいかない。一方で、座して状況の悪化を待つわけ

ではなく、「情報連携」「自動化・無人化」「共有化」「脱

炭素化」を実現するためのサービスやソリューショ

ンの開発・提供や、複数主体が連携して具体的な取

  図表 4 四つの方向性実現に向けた取り組み例

  出所）NRI 作成

※ 1　Connected（ コ ネ ク テ ッ ド ）、
Autonomous/Automated（ 自 動 化 ）、
Shared（シェアリング）、Electric（電動化）
の頭文字を取って作られた、自動車産業
における新たな潮流を表す言葉
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り組みを進めている先進的な実証・導入事例も複数

見られる。以降では、四つの方向性それぞれについ

て、先進的な取り組みを行っている事例を紹介する。

（1） 「情報連携」の萌芽事例（図表５）

　「情報連携」に関しては、生産情報やサプライ

チェーンの出発点である出荷情報の電子化、電子化

された情報のサプライチェーン上での連携、商品情

報を基にした配車および荷物積載の最適化といった

取り組みが考えられる。これらに対し、生産・入出

荷といったサプライチェーン上のあるポイントにお

ける情報のデジタル化・連携を実現するサービス・

ソリューションや、デジタル化された情報を活用し

配車や荷物積載、そして輸送ルートを最適化する

サービス・ソリューションが既に存在している。

　また、「情報連携」に関する具体的な事例としては、

サイボウズ株式会社と三浦市農業協同組合による配

車システムの運用事例等が挙げられる。これは従前

には手作業で行われていた翌日出荷予定の農産物の

配送先（市場）と数量の割り当て作業および配車作

業を、システムへの情報入力によって効率化するこ

とを目的としており、図表 4 中の「荷物積載・輸送

ルートの最適化」に該当する。なお、このシステム

導入によって農協の作業時間が 1 日あたり約 8 時間

削減すると想定されており、こうした現場目線での

メリットを可視化して訴求していくことも、取り組

みを推進していく上で重要になると考えられる。

（2） 「自動化・無人化」の萌芽事例（図表 6）

　「自動化・無人化」に関しては、既に一部実用化

が進んでいる自動運転トラクターや自動選果機と

いったサービス・ソリューションの活用が考えられ

る。例えば、JA みっかびでは 2021 年 11 月に完成

した日本最大規模の新しいかんきつ選果場の中に自

動選果機を導入しており、内部品質センサー、外部

品質センサーを用いて果実（ミカン）を測定すると

ともに、取り込んだ画像を AI が判定することで選

果を実施するという先進的な仕組みを導入している。

  図表 5 「情報連携」に関するサービス・ソリューションと萌芽事例

  出所）各社プレスリリース・公開情報を基に NRI 作成
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（3）「共有化」の萌芽事例（図表 7）

　「共有化」に関しては、共有化するアセット・リソー

スの動態の可視化やそれらの複数主体間でのシェア

リングといった取り組みが考えられる。農機具の

シェアリングや、主に青果物以外を対象としたもの

であるが倉庫のシェアリング等、既にサービスとし

て展開されているものも存在する。

　先進的な事例としては、全国農業協同組合連合会

（JA 全農）等が、輸送資材の共有化の観点で、パレッ

ト動態の可視化・管理を行う「パレット共通管理シ

ステム」の開発および実証実験、そして青果物流通

におけるパレット運用のルール検討を推進している

取り組みが挙げられる。この取り組みは、繰り返し

となるが情報のデジタル化が遅れており、利害関係

者が多い青果物流通において、流通全体の効率化を

目指し、パレットという切り口から連携のためのシ

ステムの構築、ルール策定を進めている点で非常に

先進的であるといえる。また輸送の共有化の観点で

は、同じく JA 全農等が中心となり、閑散期や出荷

初期・晩期におけるトラック積載率の低下に起因す

る「運べないリスク」回避に向け、九州において県

域を越えた共同輸送の実証試験を実施している。

（4） 「脱炭素化」の萌芽事例（図表 8）

　「脱炭素化」に関しては、電動・水素技術の導入・

活用や輸送におけるモーダルシフト・ミックスの実

施といった取り組みが考えられ、電動・水素技術に

ついてトラクター・フォークリフト・トラック等の

開発・実用化が進んでいる。

　先進事例としては、株式会社宮崎竹田青果の取り

組みが挙げられる。宮崎竹田青果では、脱炭素化に

向けて、宮崎中央市場での使用のために複数台の電

動フォークリフトを導入するとともに、加えてそれ

らの導入により得られる CO2 排出削減量を環境価

  図表 6 「自動化・無人化」に関するサービス・ソリューションと萌芽事例

 
  出所）各社プレスリリース・公開情報を基に NRI 作成
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値（J- クレジット）として販売している。「脱炭素化」

においては、否応なく施設・設備の更新等のために

追加コストが発生してしまうため、取り組みを進め

ていく上では、宮崎竹田青果のように単なるコスト

増として終わらせるのではなく、取り組みにより得

られる環境価値の販売やブランディングへの活用等

を行い、収入増と結びつけることが重要となる。

2）方向性実現に向けた課題と打ち手

　前節にて、持続可能で効率的な青果物流通を実現

していく上での四つの方向性にひもづくサービス・

ソリューション例および萌芽事例を提示したが、現

実的には、図表 5 から図表 8 に挙げたような取り組

みが広く着々と進んでいるわけではないことからも

分かるように、四つの方向性実現による青果物流通

の変革はそう容易ではない。

　実際に、例えば「情報連携」を例にとると、前述

の通り青果物流通の現場では、効率的な情報連携の

土台となる IoT 化・デジタル化とは遠い状況にある

ことが多い。また、サプライチェーンの出発点であ

る生産者からの出荷時点の情報がデジタル化されて

いないことで、その後の輸送・配車等の作業も紙ベー

スとなっているとともに、複数主体間でアセット・

リソースをシェアリングする「共有化」も思うよう

に進まない状況を生み出してしまっている。また、

日本においては小規模な農家が多く、投資余力も限

定的であることは、新たな設備投資が求められる「自

動化・無人化」や「脱炭素化」推進の足かせとなっ

ている。

　これらの青果物流通において特徴的に見られる状

  図表 7 「共有化」に関するサービス・ソリューションと萌芽事例

  出所）各社プレスリリース・公開情報を基に NRI 作成
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況を踏まえ、「情報連携」「自動化・無人化」「共有化」

「脱炭素化」を進めていく上では、意識の改革から

投資余力の確保、技術開発やデータ連携に向けた仕

組みの構築、規格策定に至るまで、ヒト・モノ・カ

ネ・情報の観点で数多くの課題が存在している。ま

た、伝票や連携するデータ、さらには輸送資材の標

準化、そして流通に関わるさまざまな業務の IoT 化・

デジタル化のように、複数の方向性に共通する課題

も存在している。これらの解決に向けては、図表 9

の右列に示したような、関係主体間の連携や議論体

制の構築といった打ち手を、一つ一つ辛抱強く講じ

ていく必要がある。

5 おわりに：持続可能な食インフラへの転換を目

 指して

　前述の通り、青果物流通においてはとかく関係主

体が多く、このことが変革の難しさの一つになって

いることは間違いない。一方でこれは裏を返せば、

生活に必要なものとして「衣食住」という熟語が存

在するように、太古の昔よりわれわれの日常生活に

必要不可欠なものである「食」が、一定のルールの

下、市場原理の中で多くの民間企業や個人事業主等

の努力によって提供されてきたことを表している。

われわれが日々食べるものに困ることなく、さらに

言えば好きなときに好きなものを食べることができ

る、また知らない食べ物に日々出合うことができる

等、豊かな食生活を送ることができているのは、青

果物流通に関わる多くのプレーヤーの努力のたまも

のといえよう。

　しかし、人口が 2010 年ごろをピークとして以降

本格的に減少に転じ、いわゆる「人口減少社会」に

突入し、社会・経済の維持において労働生産性の向

上がこれまで以上に求められる中、本稿冒頭に述べ

たように、青果物流通も大きな転換点を迎えている。

本稿で示した変革に向けた四つの方向性「情報連携」

「自動化・無人化」「共有化」「脱炭素化」において、

主体間の連携は不可欠な要素である。現状の成り行

きのまま、全体で緩やかに衰退していくのではなく、

2024 年の労働規制の強化や、脱炭素化に向けた社

  図表 8 「脱炭素化」に関するサービス・ソリューションと萌芽事例

  出所）各社プレスリリース・公開情報を基に NRI 作成
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会的要請の高まり等の変化を契機として、これまで

の競争領域と協調領域を見直し、連携が望まれる部

分では主体間連携を強め、共に青果物流通のあるべ

き姿を描き、具体的な取り組みを進めていくことで、

日本における食のインフラが持続的で効率的な新し

い青果物流通へと変革されていくことを期待して、

本稿の結びとする。

  図表 9 方向性実現に向けた取り組み推進上の課題と打ち手

  出所）NRI 作成
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